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１．調査の目的

　平成12年4月より導入された成年後見制度は、「ノーマライゼーション」や「利用
者主権」「自己決定権」といった考え方の浸透を受けて、判断力の不十分な人達に
ついて、財産管理や身上監護（介護、施設への入退所などの生活について配慮する
こと）の面で支援していくためのものである。
その内容としては、「介護を依頼する行為及び介譲、生活維持に関連して必要な契
約の蹄結、費用の支払い等、社会保障給付の利用について」援助するものとされて
おり、痴呆性高齢者の介護老人保健施設の入所・利用について大きく関連する。
今後の介護老人保健施設の運営（とりわけ契約に関わる業務）については、成年後
見制度の内容や動向を熟知した上で展開していく必要がある。



　そこで、本調査は、全国の介護老人保健施設における成年後見制度の認知度や、
認知の状況、施設運営への反映の状況などの実態を把握するとともに、成年後見制
度の導入を務まえた施設運営の方針等を把握した上で、介護老人保健施設において
成年後見制度の導入に伴って必要となる取り組みを明らかにすることを目的とす
る。

２．調査結果の概要

（7）まとめ

以上見てきたように、成年後見制度の適用ケースに遭遇した施設は現在のところ一
割にとどまっており、適用メー巣の件数も多いとは言えないが、施設全体で見ると
制度に対する認知度や関心は高い。
また、今後、制度の適用ケースが増加して、実際に何らかの対応を迫られる施設が
増えていく可能性は高い。

従って、当全国老人保健施設協会が実施している各種研修会において、「実例に則
した対応手順の流れ」や「施設がどのような関わりを持つのか」といった点につい
て周知・啓蒙する一方、施設からの相談受付のシステムを整備するなどの取り組み
が必要であると考えられる。


